
 

 

 

   

 

 

 

 

 

「男は仕事、女は家庭」といった性別

による役割分担意識は、時代の流れと

ともに少しずつ変わってはきました

が、日常生活の中では、まだまだ「男

なんだから・・・」「女なんだか

ら・・・」という意識が、小さな頃か

ら家庭や学校の中において知らず知ら

ずのうちに身についていると考えられ

ます。吉川市男女共同参画推進条例に

『すべての男女がともに自分らしく生

きる権利が尊重され、心豊かに暮らせ

るまちを築くため、この条例を制定し

ます（一部抜粋）』とあります。『す

べての男女がともに自分らしく生き

る』ことができる世の中の一助になる

よう、まんがを作成しましたので、ご

覧になって何かを感じていただけたら

幸いです。 

 

 

 

 

 

今回、まんがを描かせていただく機会をいただき、

あらためて男女共同参画について調べてみました。 

すると、生活する中で、意識していなかったことの

中にも「こうあるべき」という考えが根強くあるこ

とに気付きました。 

まんがをきっかけに、自分自身もこのことを考え続

けていきたいと思います。 

宮田幸子 
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